
《申告相談会場・日時》
会場　龍ケ崎市役所　附属棟１階
期間　令和７年２月１２日（水）から３月１７日（月）まで
　　　　※３月２日（日）以外の土・日・祝日を除く。
時間　９：00～12：00、13：00～15：30

※２月12日（水）・13日（木）・14日（金）は、給与所得または公的年金等の収入のみで、医療
費控除などの申告により所得税が還付になる方のみ申告相談を行います。申告によって所得
税が納付になる方の相談はできませんので、ご注意ください。
※内容によっては市役所で受け付けできない申告もありますので、その場合は税務署へご相談く
ださい。

◇郵送で申告書提出までの流れ◇
　① 住民税試算システムまたはご自身で記入し申告書を作成
　② 封筒に申告書とともに必要書類（右ページ「申告のとき持参するもの」参照）を同封し郵送

※注意事項
○住民税試算システムで作成した申告書を提出する場合には、プリンター
での印刷が必要です。
○住民税試算システムで作成した申告書には、本人の住所、氏名、マイナ
ンバー及び扶養親族の氏名等の追記が必要です。
○内容について確認する場合がありますので、平日の日中に連絡の取れる
電話番号を必ずご記入ください。
○添付書類の返送または申告書受付の控えが必要な方は、返信用封筒（返
信先の宛名を記入し切手を貼ったもの）を同封してください。
○FAXや電子メール等による提出はできませんのでご注意ください。

令和７年度（令和６年分）市民税・県民税申告書をお送りします。

３月１７日(月)までにご提出をお願いします。

◎年金所得者の方でも申告が必要な場合

◎申告のとき持参するもの（3～7は各控除を受ける場合のみ必要）
1．給与所得者・公的年金等の受給者は、令和６年分源泉徴収票
2．事業及び不動産所得者は、収支内訳書及び収入と経費を項目ごとにまとめた帳簿等（必ず事前に集計してくだ
さい）

3．前年中に支払った社会保険料（国民健康保険税（料）･後期高齢者医療保険料･介護保険料･国民年金保険料等）の
領収書または納付額証明書

4．前年中に支払った生命保険料・地震保険料等の控除証明書
5．障害者手帳・学生証または卒業証書
6．医療費控除の明細書（必ず事前に作成してください）
7．寄附金の受領証明書（寄附を受領した旨、寄附金ならびに受領した年月日を証する書類）
8．個人番号確認書類（マイナンバーカード・個人番号通知カード等またはそのコピー）
9．本人確認書類（マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証・パスポートまたはそのコピー）
※いずれも令和６年１月１日から12月31日までの分が対象となります。
※申告により所得税の還付を受ける場合は、確定申告書での申告になります。

◎申告書の提出が必要な方
　令和７年１月１日現在、龍ケ崎市に居住している方。ただし、次のいずれかに該当する方は、申告の必要はあ
りません。

※収入がなかった場合や非課税所得（遺族年金・障害年金・失業保険など）のみの方は、申告書の提出義務はあり
ませんが、非課税証明書の発行や国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の算定、その他行政サービ
スの利用の際に必要となります。申告書表面下の「７ 前年中に収入のなかった方の記載欄」をご記入の上、ご提出
ください。

①　税務署に所得税の確定申告書を提出した方
②　給与所得のみで、勤務先から市へ年末調整済みの給与支払報告書が提出されている方（提出の有無が不明な

場合は勤務先にご確認ください）
③　公的年金等の収入金額が400万円以下でそれ以外に所得がなく、年金の源泉徴収票の記載内容に追加や変更

のない方

重要なお知らせ
申告相談が完全予約制に変わります！
　今回の申告相談から、「市公式LINE」または「予約専用電話」による完全予約制となります。
詳細は、「市公式ホームページ」や「りゅうほー１月号」でご確認ください。

◆予約開始日…令和７年１月27日（月）から
◆予 約 方 法…市公式LINE　または　電話（予約専用コールセンター：0297-63-5003）

※地区分けはありません。空いている枠に予約してください。
◆予 約 枠…１枠30分（１枠あたり１名分かつ１年分）

例）２人分で２年分の申告の場合、４枠必要
※９：00～15：30（12：00～13：00を除く）の時間で30分刻み
※必要書類が揃っていれば30分を超えても作成します。

○　当日、必要書類等に不足があると申告書の作成ができません。その場合、再度予約が必要と
なりますので、必要書類等は必ずご持参ください。

○　令和６年中に収入が無かった方や作成済の「市民税・県民税申告書」を提出するだけの方は、
予約をせず、税務課窓口に直接お越しください。

【確定申告が必要な場合】
○公的年金等の収入が400万円を超える場合
○公的年金等以外の所得が20万円を超える場合
○外国の法令に基づき支払われる公的年金等の収入があ
る場合

○確定申告により、所得税の還付を受ける場合
　 例）・扶養する方がいるが、公的年金等の源泉徴収票に

扶養の人数の記載がなく、所得税が源泉徴収され
ている場合 等

【市民税・県民税の申告が必要な場合】
　○公的年金等以外の所得がある場合
　○公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除以外
の各種控除の適用を受ける場合

　 例）・扶養する方がいるが、公的年金等の源泉徴収票
に扶養の人数等の記載がない場合

　　　・市民税・県民税が課税になる方で、国民健康保
険税や後期高齢者医療保険料等を納付書や口座
振替で納めている場合

　　　・寡婦・ひとり親・障害者控除を追加する場合 等

　確定申告不要制度は「公的年金等の収入金額が400万円以下で一定の条件を満たす場合は、確定申告をする必要
がない」という制度ですが、ご本人の状況により、申告が必要な場合があります。

令和７年度（令和６年分）
市民税・県民税申告の手引き

～～郵送での申告書提出にご協力ください～～

◎お問い合わせ及び市民税・県民税申告書の提出先

　市・県民税申告書の作成ができる住民税試算システムをぜひご利用ください！

龍ケ崎市役所　税務課　市民税グループ
〒301-8611　龍ケ崎市3710番地
電話：0297-64-1111（内線223～226）

◎雑損控除・譲渡所得・贈与税・相続税等について
　のお問い合わせ先

竜ケ崎税務署
〒301-8601　龍ケ崎市川原代町1182番地
電話：0297-66-1303（自動音声案内）

※ご提出の際は氏名等の記入をお忘れなく！

住民税試算システム
はこちらから

申 告 相 談 の ご 案 内
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５ 寄附金税額控除に関する事項

茨城県共同募金会、日本赤十字社茨城県支部
・都道府県、市区町村分（特例控除対象以外）

６ 給与・公的年金等に係る所得以外（令和7
年4月1日において65歳未満の方は給与所得
以外）の市民税・県民税の納税方法
□給与から差引き（特別徴収）
□自分で納付（普通徴収）

龍ケ崎市長 殿
（一般・調査）

年 月 日提出

円

円都道府県、市区町村分
（特例控除対象）

茨 城 県

龍ケ崎市
条例指定分

㉓
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特・普
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損害の原因

損害金額

支払った医療費等 保険金などで補填される金額
円 円 円

円 円

保険金などで補填される金額 差引損失額のうち災害関連支出の金額

損害年月日 損害を受けた資産の種類
年　　 月　　 日

㉕

医療費控除
㉖

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0
0
0
0
0

総 合 譲 渡 ・ 一 時
合 計
社 会 保 険 料 控 除

生 命 保 険 料 控 除
地 震 保 険 料 控 除
寡 婦 、ひとり親 控 除

配 偶 者（ 特 別 ）控 除
扶 養 控 除
基 礎 控 除
雑 損 控 除
医 療 費 控 除
合 計

セルフメディケーション税制を選択する場合は、チェック□してください→

※赤枠内の該当項目にご記入ください。
※所得のなかった方は左下「７」にご記入ください。

７ 前年中に収入がなかった方は、下の欄へ記入してください。
１．以下の人から扶養されていた、援助（仕送り）を受けていた。

住所 □本人に同じ

氏名 あなたとの
続 柄

２．以下の非課税所得等により生活していた。

遺族年金・障害年金・雇用保険（失業保険）
生活保護・預貯金・その他（ ）

別居の扶養親族がいる場合には、裏面「15」に氏名及び住所等を記入してください。

市
処
理
欄
に
つ
き
、
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

７ 前年中に収入がなかった方は、下の欄へ記入してください。
１．以下の人から扶養されていた、援助（仕送り）を受けていた。

住所 □本人に同じ

氏名 あなたとの
続 柄

２．以下の非課税所得等により生活していた。

遺族年金・障害年金・雇用保険（失業保険）
生活保護・預貯金・その他（ ）

龍ケ崎市3710番地

７ ６

龍ケ崎　太郎
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

30,000

30,000

126,000
180,480

306,480

50,000

120,000

50,000

950,000

1

52昭和
0297 64 1111

3 3

リュウガサキ タロウ

記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い

龍ケ崎　一郎

52 5 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 3

龍ケ崎　花子
リュウガサキ ハナコ

15平成

平成

平成

5 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 4龍ケ崎　一郎

リュウガサキ イチロウ 子

22 10 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 6龍ケ崎　三郎
リュウガサキ サブロウ 子

19 7 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 5龍ケ崎　春子

リュウガサキ ハルコ
子

収入ではなく「所得」を
ご記入ください。
例）花子の給与収入
150 万円の場合
収入－55 万円＝95 万円

アメリカ合衆国
龍ケ崎  四郎 夫

記入しないで
ください

昭和

○公的年金等
厚生年金、国民年金、共済年金、恩給等の収入合計額。
遺族年金、障害年金は非課税所得なので含まれません。

○その他

　障害者控除

　配偶者控除

　配偶者特別控除

※漏れなくご申告ください。

※必ず収入ではなく配偶者の所得
金額をご記入ください。

　勤労学生控除 ※学生証または卒業証書の写しを添付してください。

所得の種類

氏名等の記入

事業

地方税法等の改正により各事項が変更になることがあります。

※別紙収支内訳書も作成し添付してください。

不動産 ※別紙収支内訳書も作成し添付してください。

給与

雑

総合譲渡

一時

※源泉徴収票を添付してください。

※所得を証明する書類を添付してください。

※源泉徴収票を添付してください。

※支払調書等を添付してください。

土地や建物の賃貸料など。

俸給、給与、賃金、賞与など。

生命保険等の満期返戻金、 懸賞当選金など。

　地震保険料控除 ※控除証明書を添付してください。

○営業等
製造業、小売業、飲食業、サービス業、外交員、大工など。　○農業
農産物の生産、農家が兼営する家畜又は酪農品の生産など。

住所、氏名、電話番号、生年月日、個人番号（マイナンバー）を記
入してください。代理人による申告の場合は、代理人の氏名、住
所等も記入してください。

収 入 の な か っ た 方

寄 附 金 税 額 控 除 に 関 す る 事 項

　扶養控除

寄附金税額控除

※必ず生年月日をご記入ください。

※寄附金受領書を添付してください。

区　　 分 控除額

33 万円

45 万円

38 万円

45 万円

一般の扶養親族（下記以外の H21.1.1 以前生まれ）

特定扶養親族（H14.1.2 ～ H18.1.1 生まれ）

同居老親等以外の親族

同居老親等

老人扶養親族
（S30.1.1 以前生まれ）

　社会保険料控除 ※控除証明書等を添付してください。

　小規模企業共済等掛金控除
※控除証明書を添付してください。

　雑損控除 ※詳しくは税務署にお問い合わせください。

○業務 ※支払調書等（前々年分の収入金額が
1,000万円を超える場合は収支内訳書）
を添付してください。

　車両、機械、著作権、ゴルフ会員権など。土地、建物、株式な
どの分離課税以外の資産の譲渡により生ずる所得。

　あなたや生計をともにする配偶者、 その他の親族の社会保険
料（健康保険料、 国民健康保険税（料）、 国民年金保険料、 
介護保険料など）をあなたが支払った場合にご記入ください。

あなたが小規模企業共済掛金、確定拠出年金掛金及び心身障
害扶養共済掛金を支払った場合にご記入ください。

　あなたや生計をともにする配偶者、 その他の親族が居住してい
る家屋や家財に係る、 地震等による損害の補てんを目的とした損
害保険料契約のうち、 地震等損害部分の保険料をご記入ください。
　経過措置として、  平成18年1２月31日までに締結した長期損
害保険料契約等により支払った保険料についても、  地震保険
料控除の対象とすることができます。  ただし、  一つの損害保険
契約等が、  地震等損害により保険金や共済金が支払われる損
害保険契約等と長期損害保険契約等のいずれの契約区分にも
該当する場合には、  選択によりいずれか一方の契約区分にの
み該当するものとして控除額を計算します。控除の上限額は
25,000円となります。

◯13

◯14

　生命保険料控除 ※控除証明書を添付してください。
　あなたや生計をともにする配偶者、その他の親族を受取人とす
る生命保険・個人年金契約に基づいて、 あなたが支払った保険
料をご記入ください。

◯15

◯16

◯19

◯20

◯25

◯23

◯22

◯21

生命保険契約等に基づく年金、互助年金など上記以外のもの。

　原稿料、講演料、ネットオークションなどを利用した個人取引や
食料品の配達などの副収入。

　あなたやあなたの同一生計配偶者または扶養親族に、精神や
身体上の障がいがある場合、ご記入ください。その際、障害者手帳
の写しを添付してください。

※同一生計配偶者とは生計をともにする配偶者（事業専従者を除
く）のうち、合計所得金額が48万円以下である方をいいます。ただ
し、他者の扶養親族となっている配偶者は除きます。

　ひとり親控除 ※漏れなくご申告ください。◯18
　現に婚姻をしていないまたは配偶者が生死不明などの人で、  
総所得金額等が 48 万円以下の生計をともにする子があり、 合計
所得金額が 500 万円以下で、 かつあなたと事実婚関係にある人
がいない人。

　寡婦控除 ※漏れなくご申告ください。◯17
　次に掲げる人でひとり親に該当しない人。
① 夫と離婚した後再婚しておらず扶養親族があり、 合計所得
金額が 500 万円以下で、 かつあなたと事実婚関係にある人
がいない人。
② 夫と死別した後再婚していないまたは夫が生死不明などの
人で、 合計所得金額が 500 万円以下であり、 かつあなたと
事実婚関係にある人がいない人。

　あなたが大学生、 高等学校、 専修学校等の学生または生徒で
合計所得金額が 75 万円（給与収入の場合 130 万円） 以下であ
り、 かつ自己の勤労によらない所得が 10 万円以下である場合。

※事業（営業等・農業）・不動産所得がある場合には、必ず別紙の収支内訳書を記入し、提出してください。
※給与収入がある方で源泉徴収票がない方、配当所得、雑所得（公的年金等以外）、総合譲渡・一時所得がある方は、
申告書裏面に記入してください。記入の仕方が分からない場合は税務課までお問い合わせください。

　あなたの配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下で、あな
たと生計をともにしている場合にご記入ください。ただし、事業専従
者になっている配偶者は除きます。
　なお、上記に該当する場合でも、あなた自身の合計所得金額が
1,000万円を超えている場合は配偶者控除の適用にはなりません
が、同一生計配偶者に該当しますので漏れなくご記入ください。

　あなたの年間の合計所得金額が1,000万円以下で、生計をとも
にする配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合に
段階的に受けられる控除です。配偶者控除との重複適用はできま
せん。また、事業専従者になっている配偶者は除きます。

　あなたの控除対象扶養親族の年間の合計所得金額が 48 万
円以下で、  あなたと生計をともにしている場合にご記入くださ
い。 ただし、  事業専従者になっている扶養親族を除きます。

　以下に該当する寄附金がある場合には、 表面「５ 寄附金税
額控除に関する事項」に寄附金額をご記入ください。
①都道府県または市区町村に対する寄附金
②住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金
③所在地の日本赤十字社支部に対する寄附金
　（「日赤義捐金」含む）
④所得税の寄附金控除の適用対象となる寄附金で、 都道府
県または市区町村の条例で定めるもの
⑤NPO法人に対する寄附金のうち、 都道府県または市区町
村の条例で定めるもの

　1年間を通じて収入が無かった場合は、 表面下「7 前年中に
収入のなかった方の記載欄」の該当箇所に記入してください。

※国外に居住している場合には国名のみでかまいません。
ただし、 日本国内の場合には市区町村までは分かるようにご記
入ください。

2. 非課税所得等を受給していた場合や、預貯金で生活していた
場合は、該当するものに丸をつけてください。各種手当で生活し
ていた場合や、それ以外の場合は、その他の欄にご記入くださ
い。

1. 市外や国外の単身赴任中の親族からの仕送りの場合や、  他の
人の扶養や援助の場合は、 氏名、 住所（赴任先）、 続柄をご記
入ください。

※「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を申請した方が申告をし
た場合、 申告書の内容が優先され、  ワンストップ特例制度が適
用されなくなります。申告する際はワンストップ特例申請分も含む
全ての寄附金についてご申告ください。

　同居老親等とは、  老人扶養親族のうち、  あなたまたはあなた
の配偶者の直系尊属（父母・祖父母など）で、  あなたまたはあな
たの配偶者と同居を常況としている人。

　地震、 火災、 風水害、 盗難、 横領などにより住宅や家財など
に損害を受けた場合にご記入ください。
　控除額は、次の①、②のいずれか多い方の金額。
①損失額－保険等で補てんされる金額－総所得金額等の　１０％
②災害関連支出額－５万円

　医療費控除◯26 ※医療費控除の明細書を添付してください。

○通常の医療費控除を選択した場合
あなたや生計をともにする配偶者、 その他の親族のために医療費

を支払った場合にご記入ください。 医療費に含まれる主なものは次
のとおりです。
①医師等による診療費又は治療費及び入院費又は通院費
②治療又は療養に必要な医薬品や医療器具などの購入費用な
ど
控除額は、  ｛支払った医療費－保険等で補てんされる金
額－（総所得金額等×5％と10万円の少ない方の金額［控
除限度額は２００万円］）｝

○セルフメディケーション税制を選択した場合
健康の保持増進・疾病の予防として一定の取り組みを行っている

あなたが、 あなたや生計をともにする配偶者、 その他の親族のために
セルフメディケーション税制対象医薬品を支払った場合にご記入くだ
さい。 セルフメディケーション税制対象医薬品に含まれる主なものは
次のとおりです。
①一般用医薬品等のうち、 医療保険各法等の規定により療養の
給付として支給される薬剤との代替性が特に高いもの（スイッチ
ＯＴＣ医薬品）の購入費
控除額は、  ｛（特定一般用医薬品等購入費－保険等で補て
んされる金額）－1.2万円［控除限度額は8.8万円］｝

　通常の医療費控除とセルフメディケーション税制両方の適用を
受けることはできません。 また、 いずれかを適用させた後に、 修
正申告や更正の請求により、 適用を変更させることはできません。 

※16 歳未満（平成 21 年 1 月 2 日以降生まれ）は、  控除対象
ではない扶養親族ですが、 その人数が市民税・県民税非課
税の判定に影響しますので、 必ずご申告ください。

所得から差し引かれる金額に関する事項

◎申告書には個人番号（マイナンバー）の記載が必要です
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